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条約批准に向けて、国内法の整備を！


学籍一元化に向けて改正が必要な法令

条約批准にあたっては、原則分離教育が制度化されている日本の教育制度を原則統合教育制度に転換しなければなりません。

学籍簿を一元化し、障害の有無に関わらず自身の住んでいる地域の教育機関で学ぶことができるように保障されるべきです

とりわけ義務教育段階では、国・地方自治体が、インクルーシブ教育を実現するための条件整備で担うべき役割は大きいです。現行制度に対しては、就学時健診で就学先を振り分けている就学措置に至る一連の手続きを改めるべきです。例えば、小学校入学時の就学通知は、特別支援学校への就学を特に希望する個人を除いて、全員に送付されるように改めるべきです。

変えよう　その１　　
（学校安全法　第１２条）

市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基き、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第22条第１項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。


変えよう　その２　　
（学校教育法施行令　第18条の２）
市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべき者について、第５条（第６条第１号において準用する場合を含む。）又は第11条第１項（第11条の３において準用する場合を含む。）の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

変えよう　その３　　
（学校教育法施行令　第５条）
市町村の教育委員会は、就学予定者（法第22条第１項又は第39条第１項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。）で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから２月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。

1．就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）で、その障害が、第22条の３の表に規定する程度のもの（以下「視覚障害者等」という。）以外の者
2．視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者（以下「認定就学者」という。）


変えよう　その４　　
（学校教育法第75条　第1項、２項）
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。《追加》平18法080

２　小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

1．知的障害者

2．肢体不自由者

3．身体虚弱者

4．弱視者

5．難聴者

6．その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの


・　２００７年の改正により、小・中・高等学校等で、障害をもつ子どもへの「教育」を行うことになりました。


・　しかし、「障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育」は、インクルーシブな教育でも生涯学習でもありません。








パート５





条約は「自己の住む地域社会」で初等教育及び中等教育にアクセスできるとしていますが、学校教育法施行令では特別支援学校への対象者（施行令第22条の３の表）には、就学通知が送付されず、アクセスが確保されていません。


・認定就学者は、例外的な取り扱いにすぎません。つまり、市町村の教育委員会が「特別の事情」があると認定されなければ、地域の学校への就学は実現できないのです。


・障害児は、通常の教育制度から排除されるような制度になっているため、原則分離から条約が規定しているインクルーシブな教育制度へと制度保障していく必要があります。





2007年の学校教育法等の改正で、「その保護者」という文言が加わりましたが、障害児本人や親の就学に関する意向が尊重される仕組みにはなってはいません。





障害児の就学先の決定の前には「就学時の健康診断」が行われ、「適切な措置」＝適正就学という名のもとに特別支援学校への就学を薦め、このプロセスに抵抗する場合は説得や脅しが行われているという実態があります。





障害者権利条約批准・インクルージョン教育推進ネットワーク：
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